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高
槻
工
兵
隊
に
移
築
さ
れ
た
大
阪
城
の
「
元
御
金
蔵
」
に
つ
い
て 

千
田 

康
治 

 

は
じ
め
に 

現
在
、
大
阪
城
内
の
天
守
閣
南
東
に
現
存
す
る
重
要
文
化
財
・
金
蔵
の
説
明
板
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
江
戸
時
代
、
幕
府
の
金
貨
、
銀
貨
を
保
管
し
た
建
物

で
、
幕
府
直
営
の
金
庫
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。(

中
略)

宝
暦
元
年(

１
７
５
１)

、

こ
の
場
所
か
ら
南
に
延
び
て
い
た
長
屋
状
の
建
物
を
切
断
・
改
造
し
て
築
造
さ
れ
、
以

来
、
北
西
側
に
以
前
か
ら
あ
っ
た
金
蔵
を
「
元
御
金
蔵(
も
と
ご
き
ん
ぞ
う)

」
、
こ
の

金
蔵
を
「
新
御
金
蔵(

し
ん
ご
き
ん
ぞ
う)

」
と
呼
ん
だ
。(
中
略)

な
お
元
御
金
蔵
は
、

明
治
25
年(

１
８
９
２)

、
配
水
池
建
設
に
と
も
な
っ
て
今
の
金
蔵
の
東
隣
に
移
築
さ
れ
、

さ
ら
に
昭
和
４
年(

１
９
２
９)

、
陸
軍
に
よ
っ
て
高
槻
工
兵
隊
の
敷
地
内
に
解
体
移
築

さ
れ
、
の
ち
に
焼
失
し
た
。
』
。
こ
の
元
御
金
蔵
の
高
槻
移
築
後
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳

細
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
高
槻
移
築
の
経
緯
や
そ
の
後
に
つ
い
て
紹

介
し
た
い
。 

 

一 

建
設
か
ら
移
築
ま
で 

元
御
金
蔵
の
建
設
時
期
は
、
江
戸
幕
府
三
代
将
軍
の
徳
川
家
光
の
治
世
下
、
大
坂
城

本
丸
の
築
造
が
進
め
ら
れ
て
い
た
寛
永
二
年(

一
六
二
五)

か
、
そ
の
翌
年
頃
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
場
所
は
、
現
在
天
守
閣
の
東
に
あ
る
大
手
前
配
水
池
の
南
の
縁
に
あ
た
り
、

東
西
に
長
い
造
り
で
建
っ
て
い
た
。
慶
応
四
年(

一
八
六
八)

に
発
生
し
た
鳥
羽
伏
見
の

戦
い
後
の
大
坂
城
大
火
に
も
焼
け
ず
に
残
っ
た
が
、
明
治
二
十
五
年(

一
八
九
二)

に
配

水
池
の
建
設
に
と
も
な
い
移
築
さ
れ
て
か
ら
は
、
前
記
説
明
板
の
と
お
り
で
あ
る(

１)

。 

国
立
国
会
図
書
館
が
所
蔵
す
る
承
応
・
明
暦(

一
六
五
二
～
五
八)

頃
に
作
成
さ
れ
た 

       

と
み
ら
れ
る
「
大
坂
城
御
絵
図
」(

図
１)

に
は
、
柱
間
が
東
西
方
向
に
九
間
、
南
北
に

三
間
あ
り
、
天
守
閣
側
の
北
向
き
に
出
入
り
口
が
設
け
ら
れ
た
元
御
金
蔵
が
描
か
れ
て

い
る
。
寛
政
五
年(

一
七
九
三)

に
描
か
れ
た
「
大
坂
城
絵
図
」(

大
阪
城
天
守
閣
蔵)

に

は
、
元
御
金
蔵
と
新
御
金
蔵
が
共
に
描
か
れ
て
い
る(

新
御
金
蔵
は
柱
間
が
東
西
方
向

に
三
間
、
南
北
に
八
間)

。
昭
和
三
十
四
年
か
ら
三
十
六
年(

一
九
五
九
～
六
一)

に
新

御
金
蔵
を
解
体
修
理
し
た
際
、
東
隣
に
明
治
二
十
五
年
に
移
設
さ
れ
た
元
御
金
蔵
の
基

礎
部
分
が
検
出
さ
れ
た(

２)

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
辺
が
一
九
・
六
五
ｍ
、
短
辺
が
七
・

九
ｍ
で
あ
っ
た
。
新
御
金
蔵
は
短
辺
が
七
・
三
八
ｍ(

建
築
部
分
で
は
六
・
四
七
ｍ)

で
、

長
辺
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
こ
の
数
値
や
図
面
か
ら
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
規
模

で
、
元
御
金
蔵
の
ほ
う
が
若
干
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る(

３)

。 

        

昭
和
四
年(

一
九
二
九)

、
元
御
金
蔵
は
陸
軍
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
た
。
前
年
に
昭
和

天
皇
即
位
の
記
念
事
業(

昭
和
御
大
典
記
念
事
業)

と
し
て
、
天
守
閣
復
興
を
含
む
大
阪

城
公
園
の
整
備
事
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
元
御
金
蔵
の
南
隣
の
位
置

に
陸
軍
第
四
師
団
司
令
部
庁
舎
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
建
設
工
事
が
昭
和
四
年

か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
元
御
金
蔵
跡
地
に
は
陸
軍
に
よ
っ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
り
の
車
庫
が
建
て
ら
れ
た(

４)

。
こ
の
経
緯
か
ら
、
司
令
部
庁
舎
や
そ
の
関
連
施
設

の
建
設
に
伴
っ
て
立
ち
退
く
必
要
か
ら
、
元
御
金
蔵
は
解
体
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。 

図１「大坂城御絵図」に描か
れた本丸の元御金蔵部
分(上図の右下)と、その
拡大(下図)。 

し
ろ
あ
と
だ
よ
り 
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二 

高
槻
へ
の
移
築 

昭
和
五
年(

一
九
三
〇)

三
月
二
十
五
日
付
の
大
阪
朝
日
新
聞
に
、
次
の
様
な
記
事
が

掲
載
さ
れ
た
。 

「
『
高
槻
工
兵
隊
の
武
道
場
落
成
』 

高
槻
工
兵
隊
で
は
大
阪
城
内
に
あ
っ
た
有
名

な
豊
臣
氏
時
代
の
御
金
蔵
を
譲
り
受
け
、
こ
れ
を
材
料
と
し
て
か
ね
て
同
隊
内
将
校
集 

 

                          

会
所
前
に
武
術
道
場
を
建
築
中
の
と
こ
ろ
今
回
落
成
し
、
二
十
三
日
の
創
立
記
念
祭
に

竣
工
披
露
を
兼
ね
て
同
場
内
で
創
立
記
念
の
祝
宴
を
行
っ
た
。
全
体
の
様
式
は
大
阪
城

内
の
時
と
同
型
で
、
た
ゞ
間
口
が
少
し
長
く
な
っ
た
が
、
屋
根
は
荘
重
な
本
瓦
葺
で
全

体
に
奥
床
し
さ
が
溢
れ
、
殊
に
天
井
の
梁
は
檜
の
巨
木
そ
の
ま
ゝ
を
使
っ
て
昔
の
豪
奢

を
思
ひ
出
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
」
。
こ
の
記
事
か
ら
、
元
御
金
蔵
が
高
槻
工
兵
隊
の

敷
地
へ
移
築
さ
れ
た
時
期
が
確
定
で
き
た
。 

高
槻
工
兵
隊
は
当
時
、
工
兵
第
四
大
隊
と
称
し
、
大
阪
城
に
司
令
部
を
構
え
た
第
四

師
団
に
属
す
る
部
隊
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
後
の
常
設
師
団
増
加
に
よ
る
改
編
に
よ
り
、

明
治
四
十
二
年(

一
九
〇
九)

三
月
に
伏
見(

京
都
府)

か
ら
高
槻
に
移
転
し
、
高
槻
城 

跡
を
拠
点
と
し
た
。
敷
地
の
西
半
分
は
練
兵
場
等
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
道
路
を
は
さ
ん

だ
東
半
分
は
、
北
側
に
装
備
の
倉
庫
、
中
央
部
は
広
場
、
南
側
に
兵
舎
が
配
置
さ
れ
、

南
西
部(

兵
舎
の
西
隣)

の
南
側
に
陸
軍
病
院
、
北
側
に
将
校
集
会
所
と
庭
園
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
武
道
場
は
将
校
集
会
所
の
北
側
に
建
て
ら
れ
た
。
図
２
は
、
戦
後
の
昭
和
三
十

一
年(

一
九
五
六)

頃
に
撮
影
さ
れ
た
、
高
槻
市
立
第
一
中
学
校(

手
前
側)

や
大
阪
外
国

語
大
学(

奥
側)

の
航
空
写
真
で
あ
る(

５)

。
両
校
は
、
高
槻
工
兵
隊
の
敷
地
・
施
設
を

利
用
し
て
お
り
、
工
兵
隊
時
代
の
旧
状
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。 

図
３
は
、
戦
後
の
昭
和
四
十
年(

一
九
六
五)

に
作
ら
れ
た
略
図(

部
分)

で
あ
る(

詳

細
は
後
述)

。
南
北
に
細
長
く
、
横
に
「
紀
州
御
殿
」
と
書
き
込
み
の
あ
る
１
番
の
建

物
が
武
道
場
で
、
２
番
が
将
校
集
会
所
で
あ
る
。
図
４
は
現
在
の
城
跡
公
園
の
地
図
で

あ
る(

６)

。
こ
れ
と
の
比
較
か
ら
、
城
跡
公
園
北
側
の
出
入
口
を
入
っ
て
間
も
な
い
場

所
、
高
山
右
近
の
銅
像
が
建
つ
築
山
の
前
あ
た
り(

図
５)

に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

移
築
後
の
元
御
金
蔵
は
、
戦
後
の
撮
影
と
み
ら
れ
る
写
真(

図
６)

を
見
る
と
、
二
ヶ
所

の
出
入
り
口
と
長
大
な
窓
が
あ
る
。
壁
も
土
壁
に
は
見
え
ず
、
下
見
板
張
り
の
よ
う
で

あ
り
、
全
体
に
か
な
り
改
変
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(

７)

。
こ
の
写
真
や
前
記
新
聞

記
事
か
ら
推
定
す
る
と
、
柱
や
梁
な
ど
の
主
要
な
構
造
部
と
屋
根
が
再
利
用
さ
れ
、
壁

な
ど
は
新
た
な
用
材
が
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

戦
後
、
高
槻
工
兵
隊
の
敷
地
の
東
半
分
側
は
、
北
側
が
高
槻
市
立
第
一
中
学
校
と
な

っ
た
。
中
央
部
か
ら
南
側
に
か
け
て
は
、
大
阪
市
内
の
校
舎
を
戦
災
で
焼
失
し
た
大
阪

外
事
専
門
学
校(

後
に
大
阪
外
国
語
大
学
、
現
大
阪
大
学
外
国
語
学
部)

が
一
部
移
転
し
、

工
兵
隊
の
兵
舎
を
校
舎
と
し
て
使
用
し
た
。
大
阪
外
国
語
大
学
の
資
料
か
ら
、
こ
の
頃

は
体
育
室
と
し
て
使
用
さ
れ
、
建
坪
が
三
三
坪(

一
〇
九
・
一
㎡
。
ち
な
み
に
新
御
金

蔵
は
九
三
・
一
一
㎡)
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る(

８)

。
昭
和
三
十
二
年(

一
九
五
七)

に 

図２ 昭和 31 年頃の航空写真(部分)。手前が北側。筆者が上方の一部に重なっていた別の写真を

消去し、建物名等を加筆した。丸で囲んだ部分が武道場。 

旧兵舎 旧将校集会所 

旧兵器庫 

旧衛兵所 

大阪府立 

島上高校 

旧下士官 

集会所 

旧陸軍病院 
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大
学
が
大
阪
市
内
に
統
合
さ
れ
た
後
は
、
第
一
中
学
校
の
校
舎
や
高
槻
市
教
育
研
究
所
、

母
子
寮
、
市
営
住
宅
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
、
旧
武
道
場
が
ど
の
よ
う
に

利
用
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。 

当
館
に
は
、
高
槻
市
及
び
そ
の
前
身
と
な
っ
た
各
町
村
の
明
治
時
代
～
平
成
時
代
初 

期
の
行
政
文
書
が
多
数
保
管
さ
れ
て
お
り
、
順
次
分
類
、
整
理
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

今
回
、
国
有
地
で
あ
っ
た
大
阪
外
国
語
大
学
の
高
槻
校
地
に
関
す
る
書
類
綴
り
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
に
、
昭
和
四
十
年(

一
九
六
五)

四
月
五
日
に
作
成
さ
れ

た
、
旧
武
道
場
の
焼
け
跡
の
整
地
に
関
す
る
文
書
が
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
、
元
御
金
蔵

が
同
年
二
月
十
五
日
に
焼
失
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
図
３
は
同
文
書
に
付
属
す
る

図
面
で
あ
る
。 

                

三 

高
槻
工
兵
隊
の
「
紀
州
御
殿
」
伝
承
に
つ
い
て 

前
掲
の
文
書
に
は
、
焼
失
し
た
建
物
が
「
紀
州
御
殿
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
た
。
高
槻
工
兵
隊
の
将
校
集
会
所
が
あ
る
一
角
は
、
築
山
や
池
が
あ
る
日
本

庭
園
が
築
か
れ
て
い
て
、
紀
州
御
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
図
３
か
ら
は
、
そ
の
様
子
が

う
か
が
え
る
。
ま
た
、
図
５
の
高
山
右
近
像
が
建
つ
場
所
は
、
こ
の
時
の
築
山
が
土
台

と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
付
近
は
、
高
槻
城
時
代
に
本
丸

東
側
の
内
堀
に
あ
っ
た
、
弁
財
天
の
祠
が
建
て
ら
れ
た
小
島
の
あ
た
り
で
あ
る(

９)

。

そ
の
た
め
、
築
山
は
小
島
の
名
残
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
今
後
、
位
置
を
精
査
し
て

特
定
し
た
い
。 

紀
州
御
殿
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
高
槻
市
文
書
課
市
史
編
纂
係
が
、
市
役
所
の

図５ 城跡公園の高山右近像 

図６ 高槻工兵隊の武道場 

◆ 

図３ 焼失した武道場(紀州御殿)の位置を示した

略図(部分)。 

図４ 現在の城跡公園の図３該当部分(縮尺は概算)。

右下の◆印は庭園遺構らしき石組の位置。 
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庁
内
報
『
か
わ
ら
ば
ん
』
内
の
地
名
に
関
す
る
コ
ラ
ム
で
取
り
上
げ
て
い
る(

10)

。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
伝
承
に
は
①
高
槻
城
時
代
か
ら
の
遺
構
、
②
工
兵
隊
が
大
阪
城
に
あ
っ

た
紀
州
御
殿
を
移
築
し
た
も
の
と
す
る
二
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
検
証
し
、
否
定

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
終
戦
時
に
高
槻
工
兵
隊
で
下
士
官
を
務
め
て
い
た
市
民
の
証
言

か
ら
、
同
隊
に
は
和
歌
山
県
出
身
者
が
多
く
、
彼
ら
が
郷
里
の
和
歌
山
城
の
庭
園
を
ま

ね
て
作
庭
し
た
も
の
で
、
建
物
で
は
な
く
庭
園
を
指
し
て
い
た
と
結
ん
で
い
る
。 

し
か
し
今
回
、
元
御
金
蔵
が
紀
州
御
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
名
称
の

由
来
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。
大
阪
城
の
本
丸
に
あ
っ
た
紀
州
御
殿
は
、
明
治
十

八
年(

一
八
八
五)

に
和
歌
山
城
の
二
の
丸
御
殿
を
陸
軍
が
移
築
し
、
軍
の
施
設
と
し
て

使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
六
年(

一
九
三
一)

に
前
記
し
た
陸
軍
第
四
師
団
司
令
部

庁
舎
が
竣
工
し
た
後
は
、
大
阪
市
迎
賓
館
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
日
本

庭
園
が
作
庭
さ
れ
た(

11)

。 

大
阪
城
と
高
槻
の
紀
州
御
殿
を
比
較
す
る
と
、
規
模
や
建
築
様
式
は
全
く
異
な
る
も

の
の
、
他
の
城
か
ら
移
築
さ
れ
た
施
設
で
あ
る
こ
と
と
、
日
本
庭
園
が
あ
る
な
ど
の
共

通
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
高
槻
工
兵
隊
は
大
阪
城
の
第
四
師
団
に
属
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
交
流
や
親
近
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
我
が
隊
の
将
校
集
会
所
の

あ
た
り
は
、
師
団
司
令
部
の
紀
州
御
殿
み
た
い
な
も
の
だ
」
、「
高
槻
版
の
紀
州
御
殿
だ
」

と
い
っ
た
認
識
が
変
化
し
、
い
つ
し
か
紀
州
御
殿
の
名
前
だ
け
が
残
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
。 

な
お
、
城
跡
公
園
内
に
は
、
高
槻
工
兵
隊
時
代
の
庭
園
遺
構
と
み
ら
れ
る
場
所
が
も

う
一
ケ
所
あ
る
。
そ
れ
は
公
園
の
南
端
近
く
、
交
通
遊
園
の
南
側
に
石
を
組
ん
で
護
岸 

         

  

と
し
、
池
と
中
島
を
築
い
た
場
所
で
あ
る(

図
７
。
位
置
は
図
４
を
参
照)

。
石
の
中
に

は
、
矢
穴
を
有
す
る
城
の
石
垣
石
と
思
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
の
場
所
は
、

高
槻
工
兵
隊
時
代
の
下
士
官
集
会
所
の
東
隣
に
あ
た
る
。
こ
の
遺
構
の
図
面
や
写
真
等

は
、
工
兵
隊
時
代
の
資
料
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
確
認
で
き
た
最
も
古
い
資
料
は

図
３
と
同
じ
、
大
阪
外
国
語
大
学
の
高
槻
校
地
に
関
す
る
書
類
綴
り
に
含
ま
れ
て
い
た

平
面
図(

部
分
・
図
８)

で
あ
る
。
同
校
高
槻
校
地
は
仮
住
ま
い
と
し
て
使
用
さ
れ
、
新

た
な
施
設
等
の
整
備
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
工
兵
隊
時
代
に
築
か
れ
た
と
判

断
し
た
。
そ
し
て
そ
の
位
置
か
ら
、
下
士
官
集
会
所
に
面
し
て
設
け
ら
れ
た
庭
園
の
名

残
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る(

12)

。 

 

お
わ
り
に 

 
 

本
稿
で
は
、
高
槻
工
兵
隊
へ
移
築
さ
れ
た
大
阪
城
の
元
御
金
蔵
に
つ
い
て
、
そ
の
移

築
場
所
や
焼
失
時
期
を
特
定
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
高
槻
城
跡
を
拠
点
に
し
て
い
た
高

槻
工
兵
隊
の
敷
地
や
そ
の
施
設
の
変
遷
に
つ
い
て
、
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
今
後
は
、
新
た
な
資
料
の
発
見
と
そ
の
整
理
に
努
め
、
高
槻
城
跡
の
土

地
利
用
に
つ
い
て
の
研
究
に
資
し
た
い
。 

  

【
注
】 

(

１)

御
金
蔵
内
部
の
解
説
板
に
よ
る
。 

(

２)

『
重
要
文
化
財
大
阪
城
千
貫
櫓
・
焔
硝
蔵
・
金
蔵(

附
乾
櫓)

修
理
工
事
報
告
書
』(

大
阪
市
、
一
九
六
一

年)

。 
(

３)

前
掲(

２)

に
同
じ
。
但
し
、
同
書
で
は
尺
で
表
示
さ
れ
て
い
た
も
の
を
筆
者
が
ｍ
に
換
算
し
た
。 

(

４)

大
阪
文
化
財
研
究
所
が
、
平
成
二
十
五
年
に
実
施
し
た
当
該
地
点
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
元
金
蔵
の
雨

落
溝
と
建
物
の
地
業
、
車
庫
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
が
確
認
さ
れ
た(

平
成
二
十
五
年
九
月
一
三
日
付
大
阪

市
報
道
発
表
資
料)

。 

(

５)

『
高
槻
市
立
第
一
中
学
校 

昭
和
三
十
一
年
度
卒
業
ア
ル
バ
ム
』(

高
槻
市
立
第
一
中
学
校
、
一
九
五
六

年)

よ
り
転
載
し
た
。 

(
６)

高
槻
市
Ｈ
Ｐ
内
の
地
図
、
「
わ
が
街
高
槻
ガ
イ
ド
」
よ
り
当
該
部
分
を
抽
出
。
◆
印
は
筆
者
加
筆
。 

(
７)

前
掲(

２)

か
ら
転
載
し
た
。 

(

８)
『
大
阪
外
國
語
大
學
一
覧 

昭
和
27
年
度
』(

大
阪
外
国
語
大
学
、
一
九
五
二
年)

。 
(

９)
弁
財
天
の
祠
は
、
現
在
野
見
神
社(

市
内
野
見
町)

の
摂
社
と
し
て
境
内
に
あ
り
、
小
島
神
社
と
よ
ば
れ

て
い
る
。
野
見
神
社
の
Ｈ
Ｐ
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
一
年(

一
九
〇
八)

に
社
地
を
陸
軍
に
献
納
し
、
現
在

地
に
遷
座
し
た
。 

(

10)
[

「
紀
州
御
殿
」
の
謎]

(

高
槻
市
庁
内
報
『
か
わ
ら
ば
ん
』
第
64
号
、
65
号
、
一
九
八
〇
年)

。 
(

11)

昭
和
二
十
二
年(
一
九
四
七)

、
接
収
中
の
進
駐
軍
の
失
火
に
よ
り
焼
失
。 

(

12)

現
在
あ
る
庭
園
遺
構
の
う
ち
、
図
８
の
図
面
や
、
石
組
み
の
違
い
か
ら
、
北
半
分
が
工
兵
隊
時
代
、
南

半
分
は
城
跡
公
園
整
備
の
際
に
追
加
で
築
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。 

図７ 庭園遺構らしき池の石組 

図８ 庭園遺構らしき池(中央部)。
その左側が下士官集会所 
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高
槻
藩
士
小
倉
家
の
昇
進
に
つ
い
て 

芦
原 

義
行 

 
は
じ
め
に 

本
稿
は
、
高
槻
藩
士
小
倉
家
の
昇
進
の
一
例
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
の
武
士
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
家
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
「
家
格
」
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
自
身
の
昇
進
を
左
右
し
た
。
ま
た
、
家
格
は
そ
の
家
で
継
承
さ
れ
る
た
め
、

個
人
の
努
力
で
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
家
格
差
が
可
視
化
さ

れ
た
の
は
、
正
月
な
ど
主
君
に
謁
見
で
き
る
儀
礼
の
場
で
あ
っ
た
。
家
格
に
よ
っ
て
席

次
や
、
主
君
へ
の
謁
見
の
可
否
が
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
親
か
ら
の
家
督
相
続
後
に

就
く
こ
と
の
で
き
る
役
職
等
も
、
家
格
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
。 

江
戸
時
代
の
武
士
の
昇
進
に
つ
い
て
、
藤
井
譲
治
氏
は
一
般
的
に
家
格
や
身
分
に
縛

ら
れ
、
極
め
て
閉
鎖
的
な
も
の
と
す
る
見
解
に
対
し
、
幕
臣
の
昇
進
の
実
態
は
、
昇
進

と
そ
れ
に
伴
う
加
増
に
よ
っ
て
武
士
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
き
出
し
、
幕
藩
官
僚
制
を
生

き
た
運
動
体
た
ら
し
め
た
と
述
べ
る(

１)

。 

一
方
、
森
下
徹
氏
は
、
萩
藩
毛
利
氏
家
中
の
役
所
内
に
お
け
る
格
と
職
と
の
関
係
か

ら
藩
士
の
昇
進
を
検
討
し
、
藩
の
機
構
と
は
「
家
格
や
身
分
に
縛
ら
れ
た
閉
鎖
的
な
も

の
で
あ
っ
た
」
こ
と
に
こ
そ
特
徴
が
あ
っ
た
と
し
て
、
藤
井
氏
の
見
解
に
疑
問
を
投
げ

か
け
て
い
る(

２)

。
高
野
信
治
氏
は
、
諸
大
名
の
家
中
の
事
例
を
集
め
、
近
世
を
通
じ

て
家
格
・
役
職
・
家
禄
の
上
昇
や
没
落
が
あ
り
、
当
時
の
人
々
が
そ
の
よ
う
な
人
事
の

あ
り
方
を
現
実
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
と
す
る 

(

３)

。
こ
の
よ
う
に
研
究
史
で
は
、

江
戸
時
代
の
武
士
た
ち
に
、
身
分
制
や
家
格
と
い
っ
た
制
限
が
あ
る
と
い
う
共
通
認
識

が
あ
る
一
方
で
、
家
格
を
越
え
た
昇
進
は
稀
だ
と
い
う
見
解
と
、
近
世
を
通
じ
て
役
職
、

家
禄
の
昇
降
が
あ
り
家
格
制
度
を
弾
力
的
に
運
用
し
て
い
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。 

さ
て
、
「
諸
役
席
順
」(

４)

と
い
う
史
料
か
ら
高
槻
藩
の
事
例
を
見
た
い
。 

一
、
御
家
老
嫡
子
御
近
習
目
附
席
被
／
召
出
事
、
／
但
二
男
ゟ
給
人 

一
、
御
家
老
格
嫡
子
御
近
習
目
附
格
被
／
召
出
事
、
／
但
二
男
ゟ
給
人
格 

一
、
御
中
老
嫡
子
給
人
被 

召
出
事
、
／
但
二
男
ゟ
無
足
御
小
姓 

一
、
御
籏
奉
行
ゟ
上
之
間
迄
嫡
子
御
小
姓
／
被
召
出
候
事
、
／
但
二
男
ゟ
中
小
姓 

一
、
給
人
嫡
子
中
小
姓
被 

召
出
事
、
／
但
二
男
ゟ
徒
士(

後
略)

 

家
老
の
嫡
子
は
近
習
目
附
、
二
男
か
ら
は
給
人
に
召
し
出
さ
れ
、
中
老
の
嫡
子
は
給

人
、
二
男
か
ら
は
無
足
小
姓
に
な
り
、
給
人
の
嫡
子
は
中
小
姓
に
、
二
男
か
ら
は
徒
士

に
召
し
出
さ
れ
る
な
ど
、
親
の
役
職
や
格
に
よ
っ
て
、
子
の
初
任
職
が
事
細
か
に
定
め

ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

こ
れ
ら
は
、
士
分
の
相
続
の
事
例
だ
が
、
徒
士
や
足
軽
と
な
る
と
、
事
情
は
別
で
あ

る
。
諸
大
名
家
の
家
中
法
か
ら
徒
士
層
の
相
続
制
度
を
研
究
し
た
磯
田
道
史
氏
に
よ
る

と
、
近
世
前
期
に
徒
士
層
は
、
足
軽
と
同
じ
く
相
続
性
が
な
く
一
代
限
り
で
あ
っ
た
が
、

徒
士
層
は
次
第
に
世
襲
化
が
進
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
諸
藩
に
共
通
す
る
動
き
で
あ
っ
た

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
高
槻
藩
の
延
宝
二
年(

一
六
七
四)

の
御
条
目
よ
り
、
延
宝
期
の

永
井
家
で
は
、
父
の
跡
目
が
子
に
譲
ら
れ
る
の
は
、
給
人
の
惣
領
に
限
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
下
の
中
小
姓
は
徒
士
に
格
下
げ
し
て
子
が
召
し
出
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
切

米
取
の
徒
士
は
相
続
が
原
則
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る(

５)

。
士

分
と
徒
士
、
足
軽
の
階
層
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
続
や
昇
進
の
在
り
方
に
大
き
な
差
異

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

高
槻
藩
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
制
約
上
不
明
な
点
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
最

上
層
の
侍
層(

士
分)

を
取
り
上
げ
、
中
で
も
、
高
槻
藩
に
お
い
て
財
務
を
担
当
し
た
勘

定
方
の
役
職
を
歴
任
し
た
小
倉
家
の
役
職
の
履
歴
や
昇
進
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

一 

勘
定
方
・
小
倉
家
に
つ
い
て 

ま
ず
、
勘
定
方
・
小
倉
家
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
小
倉
家
は
代
々
「
藤
左
衛
門
」
を

名
乗
る
が
、
実
名
が
史
料
上
で
現
在
確
認
で
き
る
の
は
、
貞
享
期(

一
六
八
四
～
一
六
八

八)

の
頼
房
か
ら
で
あ
る
。「
頼
」
を
通
字
と
し
、
頼
房
以
下
は
、
頼
貞
―
頼
雄(

幼
名
喜

間
太)

―
頼
之(

幼
名
小
隼
、
初
め
衛
守
、
の
ち
東
左
衛
門)

―
頼
郷(

初
め
衛
守)

―
頼
匡

(

初
め
守
之
助)

―
頼
禮(

藤
一
郎)

と
続
き
、
明
治
を
迎
え
る
。 

慶
安
二
年(

一
六
四
九)

、
高
槻
藩
主
永
井
家
の
初
代
直
清
が
、
山
城
国
神
足
館(

長
岡

京
市)

か
ら
高
槻
城
へ
入
城
し
た
。『
高
槻
市
史 

史
料
目
録
』
に
お
い
て
小
倉
家
は
、
直

清
が
高
槻
へ
入
部
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
「
高
槻
入
部
御
供
之
次
第
」
に
名
が
見
ら
れ

な
い
た
め
、
こ
れ
以
後
の
仕
官
家
と
す
る(

６)

。
し
か
し
、
高
槻
藩
家
老
・
三
嶋
家
ゆ

か
り
の
仏
日
寺(

池
田
市)

に
伝
来
し
、
神
足
館
と
周
辺
の
武
家
屋
敷
地
を
描
い
た
「
城

州
神
足
之
図
」
に
は
、
「
小
倉
十
右
衛
門
」
の
屋
敷
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
倉
藤
左
衛

門
と
同
じ
一
族
で
、
神
足
館
時
代
か
ら
小
倉
家
が
直
清
家
臣
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

当
家
は
、
小
姓
も
し
く
は
中
小
姓
と
し
て
藩
士
と
し
て
の
勤
務
を
ス
タ
ー
ト
し
、
使

役
や
大
目
付
、
勘
定
奉
行
、
先
手
者
頭
へ
と
昇
進
す
る
の
が
通
例
だ
っ
た
。 
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先
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
藩
士
た
ち
は
生
ま
れ
た
家
に
定
め
ら
れ
た
家
格
に

応
じ
た
役
職
に
就
任
し
、
代
々
継
承
す
る
場
合
が
多
い
。
当
家
の
場
合
は
、
親
か
ら
家

督
相
続
を
す
る
場
合
、
給
人
格
・
広
間
番
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
役
替
え
を
迎
え

る
中
で
勘
定
奉
行
を
歴
任
し
た
。
家
職
と
し
て
継
承
す
る
中
で
、
勘
定
方
事
務
に
精
通

し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
関
係
史
料
が
豊
富
で
あ
る
頼
貞
か
ら
頼
匡
ま
で
歴
代
の
小

倉
家
の
役
職
の
履
歴
や
昇
進
を
検
討
し
た
い
。 

 

二 

小
倉
頼
貞
・
頼
雄
親
子
の
役
職
の
履
歴
と
相
続 

元
禄
十
三
年(

一
七
〇
〇)
か
ら
寛
保
二
年(

一
七
四
二)

ま
で
の
頼
貞
と
頼
雄
親
子
の

履
歴
を
編
年
で
書
き
留
め
た
覚
書(

７)

か
ら
、
頼
貞
個
人
の
役
職
の
履
歴
に
注
目
す
る
。

頼
貞
は
、
元
禄
十
三
年
に
旗
本
の
本
多
時
令
・
時
興
親
子
が
四
代
藩
主
・
直
達
の
元
へ

お
預
け
に
な
っ
た
際
の
番
役
を
勤
め
た
時
か
ら
藩
士
と
し
て
の
勤
務
を
始
め
る
。
『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
る
と
本
多
時
令
は
、
自
身
が
召
し
抱
え
て
い
た
女
中
の
不
届
き

な
行
為
に
よ
り
お
預
け
に
な
っ
た
と
い
う
。 

そ
の
後
の
変
遷
は
、
宝
永
四
年(

一
七
〇
七)
三
十
四
歳
の
時
に
、
使
番
役
、
正
徳
五

年(

一
七
一
五)

四
十
二
歳
で
大
目
付
、
翌
六
年
、
江
戸
勤
番
中
に
「
惣
勘
定
頭
吟
味
役
」

に
任
命
さ
れ
、
享
保
八
年(

一
七
二
三)

に
は
大
目
付
と
の
兼
務
を
命
じ
ら
れ
る
。「
惣
勘

定
頭
吟
味
役
」
の
職
掌
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
高
槻
藩
財
政
の
統
率
役
で
あ
ろ
う
。

藩
政
の
中
枢
に
関
わ
る
役
職
に
任
命
さ
れ
、
頼
貞
は
昇
進
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
同
時

に
「
江
戸
勤
番
在
府
中
惣
御
勘
定
頭
吟
味
役
兼
役
被 

仰
付
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
頼

貞
は
江
戸
詰
め
の
藩
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

享
保
十
三
年
、
五
十
五
歳
の
時
に
は
、
病
気
の
た
め
役
職
の
辞
任
を
申
し
出
た
と
こ

ろ
、
大
目
付
は
免
除
、
勘
定
奉
行
は
継
続
を
命
じ
ら
れ
、「
年
来
骨
折
相
勤
」
に
よ
り
、

者
頭
格
に
昇
進
し
て
い
る
。
者
頭
は
、
配
下
に
足
軽
組
を
持
ち
、
交
替
で
高
槻
城
の
警

備
に
あ
た
る
役
職
で
あ
る
。
ま
た
、
城
内
外
で
火
災
等
が
発
生
し
た
際
は
、
当
番
の
者

頭
組
が
本
丸
や
二
の
丸
、
三
の
丸
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
場
に
詰
め
て
、
配
下
の
足
軽
組

を
差
配
し
て
消
火
に
あ
た
っ
た(

８)

。 

ち
な
み
に
頼
貞
は
、
元
禄
十
七
年(

一
七
〇
四)

に
高
槻
藩
が
江
戸
城
の
小
石
川
御
門

(

現
在
の
東
京
都
千
代
田
区)

の
御
手
伝
普
請
を
勤
め
た
際
、
そ
の
一
員
に
加
わ
っ
た
。

享
保
七
年(

一
七
二
二)

か
ら
は
、
京
都
火
消
役
に
出
動
し
て
い
る
。
京
都
火
消
役
は
、

京
都
の
二
条
城
や
内
裏
を
火
災
か
ら
守
る
こ
と
が
主
要
な
任
務
で
、
亀
山
藩
・
淀
藩
・

膳
所
藩
・
大
和
郡
山
藩
の
京
都
周
辺
の
四
藩
が
月
番
で
勤
め
た
。
四
藩
の
藩
主
が
江
戸

詰
め
の
要
職
に
就
い
た
時
の
補 

充
と
し
て
、
高
槻
藩
と
篠
山
藩 

が
追
加
さ
れ
て
い
る
。 

覚
書
に
よ
る
と
頼
貞
は
、
享 

保
七
年
の
九
月
と
十
月
、
翌
八 

年
の
二
月
と
八
月
、
翌
九
年
の 

八
月
、
翌
十
年
の
三
月
、
翌
十 

一
年
の
七
月
に
出
動
し
た
こ
と 

が
分
か
る
。
以
上
、
幕
府
か
ら 

藩
へ
命
じ
ら
れ
た
役
に
従
事
し 

た
事
例
を
紹
介
し
た
。 

息
子
の
頼
雄
は
、
享
保
十
年
、 

二
十
二
歳
で
中
小
姓
と
し
て
勤 

め
始
め
て
い
る
。
同
十
四
年
に 

父
頼
貞
が
五
十
六
歳
で
没
し
、 

同
年
六
月
に
跡
目
相
続(

先
代
の
死
去
に
と
も
な
う
相
続)

を
し
て
い
る
。
家
禄
一
三
〇

石
の
内
、
一
二
〇
石
を
相
続
し
、
給
人
格
・
広
間
番
に
任
じ
ら
れ
た
。
家
禄
全
て
を
相

続
し
て
い
な
い
理
由
は
、
父
頼
貞
が
役
職
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
、
「
役
料
」
と
し
て
十

石
を
給
付
さ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

享
保
八
年(

一
七
二
三)

に
幕
府
は
、
薄
禄
の
者
に
対
し
て
在
職
中
に
「
役
料
」
を
支

給
す
る
「
足
高
の
制
」
を
導
入
し
た
。
こ
の
制
度
で
は
、
各
役
職
の
定
め
ら
れ
た
職
禄

以
下
の
家
禄
の
当
主
に
対
し
て
、
家
禄
と
の
差
額
分
を
「
役
料
」
と
し
て
在
職
中
の
み

支
給
し
た(

９)

。
つ
ま
り
、
家
督
相
続
な
ど
で
役
職
を
離
れ
る
と
、
役
料
は
支
給
さ
れ

な
い
。
頼
雄
が
全
額
を
相
続
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
高
槻
藩
に
お
い
て
も
足
高
の
制
が

導
入
さ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
る
。 

頼
雄
の
役
職
の
変
遷
は
、
寛
保
二
年(

一
七
四
二)

に
使
番(

10)

、
寛
延
元
年(

一
七
四

八)
に
大
目
付(

11)

、
宝
暦
七
年(

一
七
五
七)

七
月
に
勘
定
奉
行(

12)

、
同
年
九
月
に
は

先
手
者
頭
を
加
役
さ
れ
て
兼
務
し
て
い
る(

13)

。
父
と
ほ
ぼ
同
じ
役
職
を
歴
任
し
て
お

り
、
家
職
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
勘
定
奉
行
の
任
命
状(

図
１)

に
は
、「
勝
手
向

難
渋
之
節
ニ

候
間
、
為
宜
様
ニ

念
入
可
致
取
計
」(

14)

と
あ
り
、
藩
の
財
政
が
苦
し
い
状

況
で
あ
る
か
ら
、
入
念
に
職
務
に
励
む
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
宝
暦
七
年
前
後
の
藩

を
取
巻
く
様
子
を
見
る
と
、
前
年
に
高
槻
藩
の
江
戸
上
屋
敷
で
火
災
が
発
生
し
、
翌
年 

図１ 小倉頼雄の勘定奉行への任命状 

「小倉頼雄勘定奉行任命状」(小倉家文書 79) 
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に
は
七
代
藩
主
直
行
が
四
月
に
病

没
し
、
同
六
月
に
藩
主
が
八
代
直

珍
へ
交
替
す
る
と
い
う
、
出
費
の

絶
え
な
い
時
期
で
あ
っ
た(

15)

。

「
勝
手
向
難
渋
」
の
理
由
も
う
な

ず
け
る
。 

そ
し
て
宝
暦
十
年
に
は
、「
勝
手

向
取
斗
出
精
相
勤
満
足
」(

16)

、

つ
ま
り
高
槻
藩
の
財
務
で
の
働
き

を
認
め
ら
れ
、
三
〇
石
を
加
増
さ

れ
て
い
る(

図
２)

。
頼
雄
が
、
財
務

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
功
績
を
残

し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
藩
か
ら

の
信
頼
の
高
さ
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。 

ち
な
み
に
、
高
槻
藩
の
役
に
従
事
し
た
例
で
は
、
享
保
十
七
年(

一
七
三
二)

に
六
代

藩
主
直
期
が
、
般
舟
院(

京
都
市
上
京
区)

で
執
行
さ
れ
た
霊
元
天
皇
の
法
要
の
奉
行
を

勤
め
た
際
、
番
所
の
警
備
を
勤
め
た
。
同
じ
く
元
文
二
年(
一
七
三
七)

に
は
、
中
御
門

天
皇
の
法
要
の
警
護
役
を
担
っ
て
い
る
。
般
舟
院
は
、
天
皇
家
の
法
要
を
執
り
行
う
寺

院
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
警
護
役
を
高
槻
藩
と
亀
山
藩
が
担
っ
た
。 

頼
雄
は
明
和
六
年(

一
七
六
九)

に
六
十
六
歳
で
没
し
、
子
の
頼
之(
幼
名
小
隼)

が
跡
目

相
続
す
る
が
、
こ
の
時
は
一
五
〇
石
を
相
続
し
、
広
間
番
に
任
命
さ
れ
て
い
る(

17)

。

父
頼
雄
の
代
に
「
勝
手
向
取
斗
出
精
相
勤
満
足
」
と
し
て
加
増
さ
れ
た
三
〇
石
は
、
役

料
と
し
て
で
は
な
く
家
禄
に
加
算
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
子
へ
相
続
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

三 

小
倉
頼
之
・
頼
郷
親
子
の
加
増
と
昇
進 

頼
之
の
役
職
の
変
遷
に
注
目
す
る
と
、
天
明
五
年(

一
七
八
五)

に
使
役(

18)

、
寛
政

七
年(

一
七
九
五)

に
大
目
付(

19)

、
翌
年
、
町
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
い
る(

20)

。
同
十
二

年
に
は
役
料
と
し
て
十
五
石
を
加
増
さ
れ
て
計
一
六
五
石
と
な
り(

21)

、
文
化
四
年(

一

八
〇
七)

に
は
先
手
者
頭
に
任
命
さ
れ
て
五
石
の
加
増
を
受
け(

22)

、
計
一
七
〇
石
と
な

っ
て
い
る
。
頼
之
の
経
歴
に
注
目
す
る
と
、
父
頼
雄
と
ほ
ぼ
同
じ
役
職
を
歴
任
し
、
順

当
に
昇
進
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

       

と
こ
ろ
で
、
天
明
八
年(

一
七
八
八)

に
、
御
所
や
二
条
城
の
焼
失
を
は
じ
め
と
す
る

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
京
都
大
火
が
発
生
し
た
。
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
槻

藩
は
京
都
火
消
役
を
担
っ
て
お
り
、
天
明
の
大
火
の
際
は
高
槻
藩
士
た
ち
も
消
火
活
動

の
た
め
に
出
動
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
頼
之
は
、
「
纏
役
」
と
し
て
出
動
し
て
い
る
。

職
掌
は
不
明
だ
が
、
消
火
道
具
の
纏
を
掲
げ
る
役
割
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
纏
役
の

褒
美
と
し
て
、
金
五
〇
〇
疋
を
授
か
っ
て
い
る(

図
３)  

(

23)

。 

頼
之
の
代
に
は
、
町
奉
行
の
役
料
十
五
石
と
、
先
手
者
頭
の
役
料
五
石
の
計
二
〇
石

の
加
増
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
子
の
頼
郷(

幼
名
衛
守)

の
跡
目
相
続
に
注
目
す
る
と
、

一
七
〇
石
全
て
を
相
続
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
頼
之
の
代
に
役
料
と
し
て
支
給
さ
れ
た

禄
が
、
家
禄
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
相
続
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
小
倉
家
の
場
合
、
代
々

江
戸
詰
め
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
国
元
を
離
れ
た
遠
国
で
の
職
務
に
な
る
た
め
、
出
費

の
多
さ
な
ど
か
ら
役
料
を
相
続
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

さ
て
頼
郷
は
、
小
倉
家
の
中
で
大
き
な
昇
進
を
遂
げ
た
一
人
で
あ
る
。
文
化
五
年(

一

八
〇
八)

に
跡
目
相
続
し(

24)

、
同
十
二
年
に
使
役(

25)

、
同
十
四
年
に
大
目
付(

26)

、

文
政
六
年(

一
八
二
三)

に
先
手
者
頭(

27)

、
同
八
年
に
郡
奉
行
と
勘
定
奉
行
の
兼
務
を

命
じ
ら
れ
て
い
る(

28)

。
藩
の
要
職
を
兼
任
し
て
お
り
、
藩
か
ら
の
期
待
の
高
さ
を
窺

わ
せ
る
。
翌
年
か
ら
は
、
高
槻
藩
預
地
の
「
御
取
箇
済
」(

年
貢
徴
収
に
関
す
る
業
務)

に
伴
い
銀
七
枚
を
毎
年
支
給
さ
れ
て
い
る
。 

通
常
、
天
領 (

幕
府
の
直
轄
領)

の
支
配
は
代
官
が
担
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
後
期
に

な
る
と
、
代
官
の
減
少
と
と
も
に
近
隣
の
大
名
へ
預
け
ら
れ
た(

預
地
・
預
所)

。
高
槻

藩
の
場
合
、
九
代
藩
主
直
進
の
代
の
寛
政
元
年(

一
七
八
九)

に
、
摂
津
・
河
内
両
国
の

天
領
一
万
四
〇
〇
〇
石
を
預
か
っ
て
い
る
。
そ
の
内
、
文
化
六
年(

一
八
〇
九)

に
つ
い

て
は
、
摂
津
国
で
は
西
成
・
島
上
・
島
下
・
豊
島
の
四
郡
、
河
内
国
で
は
茨
田
・
渋
川
・

若
江
・
讃
良
・
丹
南
の
五
郡
の
内
に
お
い
て
、
五
万
九
八
九
石
一
一
三
合
四
夕
七
才
を

預
か
っ
て
い
る(

29)
。
預
地
は
、
藩
主
が
交
替
し
て
も
継
承
し
、
天
保
十
四
年(

一
八
四

図
３
「
小
倉
頼
之
京
都
大
火
の
節
御
纏
役
に
つ
き
褒
美
目
録
」
の
端
裏
書(

小
倉
家
文
書
９)

 

 

 

図２「小倉頼雄加増宛行状」(小倉家文書 81) 
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三)

に
一
旦
天
領
に
復
す
る
が
、
同
年
末
に
預
地
に
復
し
、
そ
の
ま
ま
幕
末
に
至
っ
て
い

る
。
頼
郷
が
、
ど
こ
の
地
域
の
預
地
を
担
当
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
郡
奉
行
の
職
掌

に
預
地
支
配
、
特
に
年
貢
徴
収
に
関
す
る
業
務
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。 

そ
し
て
頼
郷
は
、
文
政
十
二
年(

一
八
二
九)

、
藩
政
の
奥
向
き
の
事
務
を
統
括
す
る

「
用
人
」
へ
の
昇
進
を
遂
げ
て
い
る(

30)

。
高
槻
領
内
に
関
す
る
職
務
の
み
な
ら
ず
、

預
地
支
配
も
任
せ
ら
れ
て
お
り
、
藩
か
ら
の
期
待
の
大
き
さ
を
窺
わ
せ
る
。 

頼
郷
は
、
天
保
五
年(

一
八
三
四)

に
没
し
て
、
子
の
頼
匡(

守
之
助)

が
家
禄
一
七
〇
石

を
相
続
し
た(

31)
。
そ
の
後
の
経
歴
は
、
天
保
九
年
に
使
役(

32)

、
同
十
二
年
に
先
手

者
頭(

33)

、
安
政
三
年(
一
八
五
六)

に
は
用
人
に
任
じ
ら
れ
て
い
る(

34)

。
そ
し
て
、
慶

応
元
年(

一
八
六
五)

に
中
老
格
に
昇
進
し
た(

35)

。「
格
」
で
あ
り
、
家
老
の
補
佐
役
で

あ
る
「
中
老
」
に
就
任
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
席
次
で
は
、
家
老
・
家
老
格
・
中
老

に
次
ぐ
地
位
に
ま
で
昇
進
し
た
。 

 

お
わ
り
に 

以
上
、
頼
貞
か
ら
頼
匡
ま
で
小
倉
家
五
代
に
わ
た
っ
て
彼
ら
の
役
職
の
履
歴
や
昇
進

に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
彼
ら
の
履
歴
に
注
目
す
る
と
、
同
じ
役
職
を
歴
任
し
て
お
り
、

一
定
の
昇
進
コ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
就
任
可
能
な
役
職

を
規
定
す
る
「
家
格
」
の
存
在
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
小
倉
家
の
よ
う
に

勘
定
方
と
い
う
藩
の
要
職
を
歴
任
す
る
こ
と
で
、
勘
定
方
の
役
職
を
家
職
と
し
て
継
承

し
、
財
務
に
関
す
る
知
識
や
技
能
を
代
々
受
け
継
い
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

幕
府
は
、
享
保
八
年
に
制
定
し
た
足
高
の
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
士
の
家
格
や

家
柄
に
よ
っ
て
役
職
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
役
務
上
で
必
要
な
経
費
を
補
填
す
る

た
め
に
役
料
を
支
給
し
、
個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
昇
進
す
る
道
が
開
か
れ
る
政
策
も
実

行
し
た
。 

小
倉
家
も
藩
か
ら
役
料
を
支
給
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
が
、
役
料
が
家
禄
に
合
算
さ

れ
て
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
小
倉
家
は
、
勘
定
方
と
し
て
長
年
の

精
勤
や
奉
公
を
藩
か
ら
認
め
ら
れ
て
、
頼
郷
の
代
に
用
人
へ
昇
進
し
、
子
の
頼
匡
の
代

に
は
中
老
格
へ
の
上
昇
を
遂
げ
た
。
幕
末
と
い
う
時
代
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
勘
定
方
と
い
う
藩
政
に
お
い
て
重
要
な
役
職
を
代
々
担
い
、
藩
か
ら
の

信
頼
も
厚
か
っ
た
。
ま
た
勘
定
方
の
み
な
ら
ず
、
頼
郷
は
郡
奉
行
と
し
て
預
地
支
配
に

携
わ
る
な
ど
、
そ
の
職
務
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
点
も
昇
進
の
背
景

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

今
回
は
、
他
の
藩
士
家
を
検
討
し
て
い
な
い
た
め
、
小
倉
家
の
よ
う
な
出
世
が
高
槻

藩
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
今
後
と
も
関
係
史
料
の
収
集
や

解
析
に
務
め
た
い
。 

  

【
註
】 

(

１)

藤
井
譲
治
『
江
戸
時
代
の
官
僚
制
』 

(

青
木
書
店
、
一
九
九
九
年
）
。 

(

２)

森
下
徹
『
武
士
と
い
う
身
分 

城
下
町
萩
の
大
名
家
臣
団
』(

『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
三
四
七
』
、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年)

。 
 

(

３)

高
野
信
治 

『
武
士
の
奉
公 

本
音
と
建
前 

江
戸
時
代
の
出
世
と
処
世
術
』(

『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
三
九
三
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年)

。 
(

４)

「
諸
役
席
順
」
当
館
蔵
。 

(

５)

磯
田
道
史
「
徒
士
層
の
相
続
制
度
」
（
『
史
学
』
第
七
〇
巻
、
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。 

(

６)

『
高
槻
市
史 

史
料
目
録 

第
二
十
号
』(

高
槻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
一
九
九
八
年)

。 
(

７)

「
小
倉
家
勤
仕
履
歴
覚
」(

小
倉
家
文
書
七
七)

。 

(

８)

「
御
広
間
番
張
紙
覚
」(

三
嶋
家
文
書
五
六)

。 

(

９)

『
国
史
大
辞
典
』(

「
足
高
の
制
」
の
項
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年)

。 
(

10)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
雄
使
番
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
七
六)

。 

(

11)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
雄
大
目
付
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
七
八)

。 

(

12)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
雄
勘
定
奉
行
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
七
九)

。 
(

13)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
雄
先
手
者
頭
・
勘
定
奉
行
加
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
八
〇)

。 

(

14)

前
掲
註 

(

12)

。 

(

15)

「
高
槻
年
代
記
」(

小
澤
家
文
書
三
八)

。 
(

16)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
雄
加
増
宛
行
状
」(

小
倉
家
文
書
八
一)

。 

(

17)

「
小
倉
小
隼(

頼
之)

亡
父
藤
左
衛
門
家
督
宛
行
状
」(

小
倉
家
文
書
八
二)

。 

(

18)

「
小
倉
衛
守(

頼
之)

使
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
八
三)

。 
(

19)

「
小
倉
東
左
衛
門
頼
之
大
目
付
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
八
四)

。 

(

20)

「
小
倉
東
左
衛
門
頼
之
町
奉
行
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
八
五)

。 

(

21)

「
小
倉
東
左
衛
門
頼
之
役
料
宛
行
状
」(

小
倉
家
文
書
八
六)

。 
(

22)

「
小
倉
東
左
衛
門
頼
之
先
手
者
頭
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
八
七)

。 

(

23)

「
小
倉
頼
之
京
都
大
火
の
節
御
纏
役
に
つ
き
褒
美
目
録
」(

小
倉
家
文
書
九)

。 

(

24)

「
小
倉
衛
守(

頼
郷)

亡
父
東
左
衛
門
家
督
宛
行
状
」(

小
倉
家
文
書
八
八)

。 
(

25)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
郷
使
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
八
九)

。 

(

26)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
郷
大
目
付
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
〇)

。 

(

27)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
郷
先
手
者
頭
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
一)

。 
(

28)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
郷
郡
奉
行
・
勘
定
奉
行
加
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
二)

。 

(
29)
『
尼
崎
市
史
』(

第
二
巻
、
一
九
六
八
年
、
二
九
〇
頁)

。 

(

30)
「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
郷
用
人
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
三)

。 
(

31)

「
小
倉
守
之
助
頼
匡
亡
父
藤
左
衛
門
家
督
相
続
状
」(

小
倉
家
文
書
九
四)

。 

(

32)

「
小
倉
守
之
助
頼
匡
使
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
五)

。 

(

33)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
匡
先
手
者
頭
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
六)

。 
(

34)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
匡
用
人
役
任
命
状
」(

小
倉
家
文
書
九
七)

。 

(

35)

「
小
倉
藤
左
衛
門
頼
匡
中
老
格
申
渡
状
」(

小
倉
家
文
書
九
八)

。 
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史
料
紹
介
「
高
槻
町
役
場
新
庁
舎
完
成
記
念
宣
伝
ビ
ラ
」
に
つ
い
て 

‐
宣
伝
ビ
ラ
か
ら
読
み
取
る
「
大
高
槻
町
」
時
代
の
高
槻
‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
村 

雄
一 

 

一 

は
じ
め
に 

 

現
在
の
高
槻
市
役
所
庁
舎
本
館
は
、
昭
和
四
十
六
年(

一
九
七
一)

一
月
二
十
五
日
よ

り
供
用
さ
れ
て
い
る(
１)

。
そ
れ
以
前
の
高
槻
市
役
所
庁
舎(

以
下
庁
舎
と
す
る)

は
、
現

在
の
Ｊ
Ｒ
高
槻
駅
南
口
駅
前
広
場
の
位
置
に
所
在
し
て
い
た(

図
１)

。 
              

昭
和
六
年(

一
九
三
一)

一
月
一
日
、
高
槻
町
と
芥
川
町
、
磐
手
村
、
大
冠
村
、
清
水

村
の
五
町
村
が
合
併
、
い
わ
ゆ
る
「
大
高
槻
町
」
が
発
足
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
現
在

の
大
手
町
に
あ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
高
槻
町
役
場
庁
舎
が
手
狭
に
な
り
、
移
転
改
築
の
必

要
が
生
じ
た
た
め
、
昭
和
八
年(

一
九
三
三)

八
月
十
五
日
に
起
工
、
翌
昭
和
九
年(

一
九

三
四)

四
月
十
六
日
よ
り
供
用
さ
れ
た
の
が
先
述
の
庁
舎
で
あ
る(

２)

。 

庁
舎
は
大
林
組
の
施
工
に
よ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
三
階
建
て
、
延
べ
三
六

八
・
〇
六
四
坪
の
建
物
で(

３)

、
当
初
は
高
槻
町
役
場
と
し
て
、
そ
し
て
昭
和
十
八
年(

一

九
四
三)

一
月
一
日
の
高
槻
市
制
施
行
以
降
は
高
槻
市
役
所
と
し
て
、
実
に
三
十
七
年
の

長
き
に
亘
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

当
館
に
は
、
高
槻
市
及
び
そ
の
前
身
と
な
っ
た
各
町
村
の
明
治
時
代
～
平
成
時
代
初

期
の
行
政
文
書
が
多
数
保
管
さ
れ
て
お
り
、
順
次
分
類
、
整
理
作
業
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
ど
昭
和
八
年(

一
九
三
三)

～
同
九
年(

一
九
三
四)

に
か
け
て
行

わ
れ
た
庁
舎
の
建
設
工
事
に
関
す
る
資
料
を
綴
っ
た
簿
冊
「
昭
和
八
年
七
月 

町
役
場

建
築
一
件
書
類
」(

図
２)

が
確
認
さ
れ
た
の
で
、
今
回
は
そ
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
た

「
高
槻
町
役
場
新
庁
舎
完
成
記
念
宣
伝
ビ
ラ
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。 

                

二 

「
高
槻
町
役
場
新
庁
舎
完
成
記
念
宣
伝
ビ
ラ
」
に
つ
い
て 

 

昭
和
九
年(

一
九
三
四)

四
月
七
日
、
庁
舎
に
お
い
て
落
成
式
が
華
々
し
く
挙
行
さ 

れ
た
。
こ
の
際
に
高
槻
町
作
成
の
ビ
ラ
が
配
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
三
年
前
の
昭
和
六
年(

一
九
三
一)

四
月
二
十
五
日
、 

省
線(

現
在
の
Ｊ
Ｒ)

高
槻
駅
前
の
広
場
で
五
ヶ
町
村
合
併
高
槻
町
結
成
祝
賀
会
が 

 
開
催
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
際
に
も
高
槻
町
作
成
の
宣
伝
ビ
ラ
計
五
種
類
が
、
大
阪 

 
毎
日
新
聞
社
機
に
よ
り
空
中
か
ら
撒
布
さ
れ
た(

４)

。
今
回
紹
介
す
る
ビ
ラ
に
つ
い 

 

て
も
、
五
ヶ
町
村
合
併
高
槻
町
結
成
祝
賀
会
の
際
に
撒
布
さ
れ
た
も
の
と
は
若
干
文
言

が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
落
成
式
当
日
に
祝
賀
飛
行
を
行
っ
た
大
阪
毎
日 

 
 

 

新
聞
社
機
か
ら
撒
布
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。 

落
成
式
に
お
い
て
配
布
さ
れ
た
ビ
ラ
は
、
全
部
で
五
種
類
が
存
在
し
、
縦
一
八
・ 

 

図２ 『昭和八年七月 町役場建築一件書類』 

(表紙。当館蔵)(縦 27.4cm×横 19.5cm× 

厚さ 7cm) 

図１ 竣工直後の高槻町役場新庁舎 

(『第一回町会史』より) 
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八
ｃ
ｍ×

横
一
二
・
九
ｃ
ｍ
で
五
色
に
色
分
け
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順
番
に
記 

 
 

載
内
容
を
紹
介
す
る
。 

 
 

○
ビ
ラ
そ
の
１(

図
３) 

計
五
種
類
五
枚
の
ビ
ラ
の
う
ち
、
最
初
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
図
３
の
緑
色
の 

ビ
ラ
で
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
近
代
的
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
庁
舎
が
、
装
い

も
新
た
に
省
線
高
槻
駅
前
に
完
成
し
た
こ
と
を
華
々
し
く
称
え
て
い
る
。 

                         

 

○
ビ
ラ
そ
の
２(

図
４) 

図
４
の
ビ
ラ
は
ピ
ン
ク
色
の
紙
に
刷
ら
れ
た
も
の
で
、
「
大
高
槻
町
」
の
恵
ま
れ

た
自
然
環
境
を
謳
っ
て
い
る
。
三
行
目
に
あ
る
「
十
勝
八
景
」
と
は
、
昭
和
六
年(

一

九
三
一)

に
選
定
さ
れ
た
「
高
槻
十
勝
」
・
「
高
槻
八
景
」
を
指
し
て
い
る
。 

                            

図３ ビラその１「新廳舍成る高槻町」(当館蔵) 

□
新
廳
舍
成
る
高
槻
町
□ 

 

堂
々
‼
省
線
高
槻
驛
頭
に 

 

春
空
を
衝
く
白
堊
の
ビ
ル 

 

あ
ゝ
田
園
都
市
大
高
槻
の 
 

王
座
‼
明
粧
成
る
新
庁
舍 

(

緑
色) 

 
 

□
山
紫
水
明
の
高
槻
町
□ 

 

北
は
綠
の
山
々
つ
ゞ
き 

 

南
は
淀
川
の
淸
き
流
れ 

 
十
勝
八
景
を
点
綴
し
た 

 

文
化
と
詩
の
都
大
高
槻 

(

ピ
ン
ク
色) 

図４ ビラその２「山紫水明の高槻町」(当館蔵) 



                      11 

 

○
ビ
ラ
そ
の
３(

図
５) 

図
５
の
ビ
ラ
は
茶
色
の
紙
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
、
新
生
「
大
高
槻
町
」
の
周
囲
が

十
五
里
に
及
ぶ
こ
と
、
陸
軍
工
兵
第
四
大
隊
、
京
都
帝
国
大
学
農
学
部
附
属
農
場(

現
京

都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
附
属
農
場)

、
京
都
帝
国
大
学
化
学
研
究
所(

昭
和
四
十
三

年
〔
一
九
六
八
〕
に
宇
治
市
に
移
転(

５))

、
そ
の
他
大
企
業
の
事
業
所
や
工
場
が
数
多

く
立
地
し
、
活
況
を
呈
す
る
「
大
高
槻
町
」
の
様
子
を
謳
っ
て
い
る
。 

                          

 

○
ビ
ラ
そ
の
４(

図
６) 

 

図
６
の
ビ
ラ
で
は
、
高
槻
町
に
は
省
線(

現
Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線)

と
京
阪
電
気
鉄
道 

新
京
阪
線(

現
阪
急
電
鉄
京
都
本
線)

計
二
本
の
鉄
道
が
通
っ
て
お
り
、
同
町
が
交
通 

至
便
の
地
で
あ
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。 

                            

図５ ビラその３「科學の高槻町」(当館蔵) 

 
 

□
科
學
の
高
槻
町
□ 

 

山
川
廻
つ
て
周
圍
は
十
五
里 

 

工
兵
隊
や
京
大
農
塲
研
究
所 

 

大
會
社
大
工
塲
整
然
と
並
ぶ 

 

内
務
省
都
計
指
定
地
大
高
槻 

(

茶
色) 

図６ ビラその４「文化の高槻町」(当館蔵) 

 
 

□
文
化
の
高
槻
町
□ 

 

走
る
省
線
辷
る
新
京
阪 

 

十
八
分
で
京
阪
を
繋
ぐ 

 
乘
降
客
の
波
貨
物
の
山 

 

新
興
産
業
の
地
大
高
槻 

(

青
色) 
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○
ビ
ラ
そ
の
５(

図
７) 

図
７
の
ビ
ラ
で
は
、
高
槻
町
が
昭
和
六
年(

一
九
三
一)

一
月
一
日
の
五
ヶ
町
村
合
併

か
ら
丸
四
年
目
を
迎
え
た
こ
と
、
ま
た
同
町
が
い
か
に
住
環
境
面
で
優
れ
た
土
地
で
あ

る
か
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
現
在
の
施
政
方
針
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
フ
レ
ー
ズ
「
住
み
や
す
さ
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ま
ち
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
ビ

ラ
で
あ
る
。 

                          

 

三 

「
高
槻
町
役
場
新
庁
舎
完
成
記
念
宣
伝
ビ
ラ
」
に
関
す
る
考
察 

 

本
項
で
は
、
前
項
で
紹
介
し
た
宣
伝
ビ
ラ
に
記
載
さ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
事
柄
に
つ 

い
て
、
歴
史
的
事
実
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
。 

図
４
の
ビ
ラ
に
あ
る
「
高
槻
十
勝
」
と
は
、
昭
和
六
年(

一
九
三
一)

に
高
槻
町
内
に 

所
在
す
る
名
勝
旧
跡
の
保
存
と
広
報
、
啓
発
活
動
を
目
的
に
発
足
し
た
高
槻
保
勝
会
が 

同
六
月
三
日
の
創
立
総
会
の
際
に
選
定
し
た
十
ヶ
所
の
景
勝
地
を
指
す
も
の
で
、
磐
手 

杜
神
社
、
金
龍
寺
、
天
狗
の
滝(

岩
滝)

、
花
の
井
、
京
都
帝
国
大
学
農
学
部
附
属
古
曽 

部
園
芸
場(

現
京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
附
属
農
場
古
曽
部
温
室)

、
伊
勢
寺
、
松 

林
庵
、
高
槻
城
址
、
安
岡
寺
、
今
城
塚
古
墳
が
選
定
さ
れ
て
い
る(

６)

。 

一
方
の
「
高
槻
八
景
」
と
は
、
同
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
開
催
さ
れ

た
大
高
槻
町
結
成
祝
賀
会
の
場
に
お
い
て
、
「
大
高
槻
町
」
の
発
足
を
永
久
に
記
念
す

る
た
め
、
北
摂
写
真
研
究
会
会
員
が
撮
影
し
た
高
槻
町
内
各
地
の
名
勝
・
風
景
の
な
か

か
ら
、
礒
村
彌
右
衛
門
町
長
、
中
井
啓
吉
助
役
、
吉
田
栄
三
郎
助
役
他
の
関
係
者
に
よ

る
審
査
を
経
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
選
定
さ
れ
た
の
は
、
上
宮
天
満
宮
、
芥
川

堤
、
摂
津
耶
馬
渓(

摂
津
峡)

、
能
因
塚
、
本
山
寺
、
神
峯
山
寺
、
淀
川
、
八
丁
松
原
の

計
八
ヶ
所
で
あ
る(

７)

。 

こ
れ
ら
の
景
勝
地
は
、
い
ず
れ
も
高
槻
町
の
将
来
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
願
っ
て 

選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
「
高
槻
八
景
」
に
選
ば
れ
た
摂
津
耶
馬
渓
は
、

昭
和
三
年(

一
九
二
八)

の
新
京
阪
鉄
道
の
開
業
以
降
、
沿
線
近
郊
の
景
勝
地
と
し
て
宣

伝
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
昭
和
十
三
年(

一
九
三
八)

に
は
大
阪
府
の
名
勝
に
指
定
さ
れ

た
。
現
在
に
至
る
ま
で
高
槻
を
代
表
す
る
景
勝
地
と
し
て
、
市
内
外
の
多
く
の
人
々
か

ら
親
し
ま
れ
て
い
る(

図
８) (

８)

。 

図
５
の
ビ
ラ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
陸
軍
工
兵
第
四
大
隊(

昭
和
十
一
年
〔
一
九
三
六
〕

に
陸
軍
工
兵
第
四
連
隊
へ
、
昭
和
二
十
年
〔
一
九
四
五
〕
に
大
阪
師
管
区
工
兵
補
充
隊

へ
改
称)

に
つ
い
て
は
、
高
槻
町
を
挙
げ
て
の
熱
心
な
誘
致
運
動
の
結
果
、
明
治
四
十
二

年(
一
九
〇
九)

三
月
よ
り
町
か
ら
寄
附
を
受
け
た
高
槻
城
址
の
土
地
に
駐
留
す
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

同
隊
は
そ
の
後
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
と
い
っ
た
戦
争
に
出
兵
す
る
傍
ら
、
昭

和
九
年(
一
九
三
四)

に
発
生
し
た
室
戸
台
風
を
は
じ
め
と
す
る
風
水
害
の
際
に
救
援
活

動
を
行
っ
た
り
、
高
槻
尋
常
小
学
校
で
の
プ
ー
ル
建
設
を
は
じ
め
と
す
る
土
木
作
業
に

従
事
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
地
域
貢
献
を
行
っ
た
。
昭
和
二
十
年(

一
九
四
五)

の
敗
戦
後
、
同
隊
の
用
地
と
施
設
に
つ
い
て
は
高
槻
市
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
現
在
は
城

図７ ビラその５「住みよい高槻町」(当館蔵) 
 
 

□
住
み
よ
い
高
槻
町
□ 

 

五
ヶ
町
村
合
併
の
大
業
四
周
年 

 

税
金
の
安
い
こ
と
府
下
第
一 

 

土
地
は
高
燥
食
物
は
う
ま
い 

 

空
氣
は
淸
澄
樂
土
の
大
高
槻 

(

青
色) 
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跡
公
園
、
第
一
中
学
校
、
槻
の
木
高
等
学
校
、
し
ろ
あ
と
歴
史
館
、
高
槻
現
代
劇
場
と

い
っ
た
公
共
施
設
が
建
て
ら
れ
て
い
る(

９)

。 
 

                             

ま
た
、
京
都
帝
国
大
学
農
学
部
附
属
農
場(

図
９)

に
つ
い
て
は
「
大
高
槻
町
」
発
足

直
前
の
昭
和
三
年(

一
九
二
八) 

に
、
同
大
学
化
学
研
究
所(

図
10)

に
つ
い
て
は
昭
和
四

年(

一
九
二
九)

に
そ
れ
ぞ
れ
完
成
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
高
槻
町
の
「
昭
和
八
年
事
務
報
告
書
」
に
よ
る
と
、
昭
和
八

年(

一
九
三
三)

十
二
月
三
十
一
日
現
在
、
高
槻
町
に
は
湯
浅
蓄
電
池
製
造
株
式
会
社
、

高
槻
絹
糸
株
式
会
社
、
第
一
製
薬
株
式
会
社
な
ど
の
企
業
の
工
場
が
立
地
し
て
お
り
、

年
々
工
業
化
が
進
展
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。 

続
く
図
６
の
ビ
ラ
は
鉄
道
路
線
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
省
線
の
高
槻

駅
は
明
治
九
年(

一
八
七
六)

七
月
二
十
六
日
の
大
阪
～
向
日
町
間
鉄
道
開
業
と
と
も
に

設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る(

10)

。
す
で
に
昭
和
九
年(

一
九
三
四)

時
点
で
、
省
線
の
神

戸
～
京
都
間
の
う
ち
、
神
戸
～
梅
小
路(

現
京
都
貨
物)

間
に
つ
い
て
は
複
々
線
と
な
っ

て
い
た
。
な
お
、
高
槻
駅
を
含
む
省
線
の
吹
田
～
京
都
間
が
電
化
さ
れ
た
の
は
三
年
後

の
昭
和
十
二
年(

一
九
三
七)

十
月
十
日
、
神
戸
～
京
都
間
の
複
々
線
化
が
完
了
し
た
の

は
翌
昭
和
十
三
年(

一
九
三
八)

十
二
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る(

11)

。 

一
方
、
新
京
阪
線
は
昭
和
三
年(

一
九
二
八)

一
月
十
六
日
に
新
京
阪
鉄
道
の
手
に
よ 

り
淡
路
～
高
槻
町(

現
高
槻
市)

間
が
開
業
、
同
年
十
一
月
一
日
に
は
昭
和
天
皇
の
御
大

典
に
合
わ
せ
高
槻
町
～
京
都
西
院(

仮)

間
が
延
伸
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た(

12)

。
開

業
当
初
の
高
槻
町
駅
に
は
普
通
電
車
の
み
が
停
車
し
、
超
特
急
電
車
、
急
行
電
車
は
通

過
し
て
い
た
が
、
当
時
の
礒
村
彌
右
衛
門
町
長
が
新
京
阪
鉄
道(

昭
和
五
年
〔
一
九
三
〇
〕

九
月
十
五
日
に
京
阪
電
気
鉄
道
に
吸
収
合
併)

と
再
三
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
昭
和
六
年

(

一
九
三
一)

年
八
月
よ
り
急
行
電
車
が
高
槻
町
駅
に
停
車
す
る
よ
う
に
な
っ
た(

13)

。 

新
京
阪
線
の
開
業
以
降
、
高
槻
町
駅
付
近
に
は
大
阪
高
等
医
学
専
門
学
校(

現
大
阪
医

科
大
学
・
図
11)

や
三
島
病
院(

現
大
阪
医
科
大
学
附
属
病
院)

、
京
都
帝
国
大
学
化
学
研

究
所
な
ど
が
相
次
い
で
建
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
京
阪
鉄
道
の
経
営
に
よ
る
住
宅
地
も

開
発
さ
れ
、
同
駅
周
辺
は
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
初
期

に
省
線
、
新
京
阪
線
と
い
っ
た
鉄
道
路
線
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
が
、
そ
の
後
の
高
槻

町
、
高
槻
市
の
発
展
の
一
つ
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。 

最
後
の
図
７
の
ビ
ラ
の
二
行
目
に
あ
る
「
税
金
の
安
い
こ
と
府
下
第
一
」
の
フ
レ
ー 

ズ
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
昭
和
六
年(

一
九
三
一)

の
五
ヶ
町
村
合
併
に
よ
り
、
そ
れ 

ま
で
二
十
五
円
四
十
六
銭
一
厘
だ
っ
た
旧
五
町
村
の
一
戸
当
た
り
の
町
村
税
に
つ
い 

て
、
十
六
円
九
十
九
銭
一
厘
へ
の
大
幅
な
引
き
下
げ
が
実
現
し
て
い
る
。 

ま
た
、
一
戸
当
た
り
平
均
十
一
円
強
だ
っ
た
戸
数
割
税
の
負
担
額
は
、
そ
れ
ま
で
の 

図９ 京都帝国大学農学部附属農場 

図 10 京都帝国大学化学研究所            図８ 摂津耶馬渓(摂津峡) 

（図８～10 は共に『市勢要覧 1963 年版 市制 20 周年記念』より） 
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 半

額
以
内
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る(
14)
。 

 

四 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
当
館
で
保
管
し
て
い
る
明
治
～
平
成
時
代
初
期
の
近
現
代
行
政
文
書
の

分
類
、
整
理
作
業
の
な
か
で
発
見
さ
れ
た
資
料
の
な
か
か
ら
一
部
を
紹
介
し
た
。
今
回

調
査
し
た
「
昭
和
八
年
七
月 

町
役
場
建
築
一
件
書
類
」
の
簿
冊
の
中
に
は
、
宣
伝
ビ

ラ
の
ほ
か
に
も
庁
舎
の
図
面
一
式
、
庁
舎
落
成
式
の
招
待
者
一
覧
や
祝
辞
と
い
っ
た
数

多
く
の
貴
重
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
た
。 

 

今
後
も
引
き
続
き
、
昭
和
六
年(

一
九
三
一)

の
五
ヶ
町
村
合
併
や
昭
和
九
年(

一
九
三 

四)

の
庁
舎
完
成
、
及
び
そ
の
前
後
に
現
高
槻
市
域
で
起
き
た
諸
々
の
出
来
事
に
つ
い
て
、 

前
述
の
近
現
代
行
政
文
書
の
ほ
か
、
当
館
や
市
立
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
郷
土
資
料 

を
も
と
に
、
さ
ら
な
る
調
査
を
継
続
し
た
い
。 

  

【
註
】 

(

１)

山
中
永
之
佑
「
新
市
庁
舎
の
建
設
」(

『
高
槻
市
史
』
第
二
巻
本
編
Ⅱ
、
一
九
八
四
年)

。 

(

２)

『
高
槻
町
役
場
建
築
ニ
関
ス
ル
記
録
』(

昭
和
八
年
二
月
二
十
七
日
～
昭
和
九
年
四
月
十
六
日) 

大
阪
府

三
島
郡
高
槻
町
役
場
。 

(

３)

『
工
事
報
告
』
高
槻
町
助
役 

吉
田
栄
三
郎(

昭
和
九
年
四
月
七
日)

。 
 

(

４)

山
中
永
之
佑
「
高
槻
町
結
成
祝
賀
会
」(

『
高
槻
市
史
』
第
二
巻
本
編
Ⅱ
、
一
九
八
四
年)

。 

(

５)

京
都
大
学
化
学
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。 

(

６)

赤
松
吉
雄
編
『
高
槻
町
全
誌
』「
第
十
三
編 

文
芸
篇
」(

一
九
三
三
年)

。 
(

７)

註
６
文
献
。 

(

８)

西
本
幸
嗣
「
付
録
解
説 

高
槻
名
所
廻
り
と
パ
ノ
ラ
マ
地
図
」
（
『
大
阪
春
秋
』
平
成
二
十
三
年
夏
号
、

新
風
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
。 

(

９)

細
尾
幸
作
「
昭
和
期
の
工
兵
隊
」(

『
高
槻
市
史
』
第
二
巻
本
編
Ⅱ
、
一
九
八
四
年)

。 

(

10)

Ｊ
Ｔ
Ｂ
『
停
車
場
変
遷
大
事
典 

国
鉄
・
Ｊ
Ｒ
編
２
』（
一
九
九
八
年
）。 
(

11)

日
本
国
有
鉄
道
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史 

年
表
』
復
刻
版
（
一
九
九
七
年
）。 

 

(

12)

阪
急
阪
神
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
グ
ル
ー
プ
経
営
企
画
部
（
広
報
担
当
）
編
『
１
０
０
年
の
あ

ゆ
み 

通
史
』
（
二
〇
〇
八
年
）
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(

13)

赤
松
吉
雄
編
『
高
槻
町
全
誌
』「
第
九
編 

交
通
篇
」(

一
九
三
三
年)

。 

(

14)

『
昭
和
六
年
事
務
報
告
書
』
高
槻
町
。 

   

図 11 大阪高等医学専門学校 

(『市勢要覧 1963 年版 市制 

20 周年記念』より） 
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ー
ム
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ー
ジ
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槻
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ー
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